
　

建
築
基
準
法

　

　平
成
二
六
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
五
・
六
・
一
四
法

四
四
）
本
則
五
二
条
（
平
成
二
六
・
四
・
一
施
行
）
に
よ
る
改
正
前

の
条
文

■
第
七
九
条
第
一
項

①
　
建
築
審
査
会
は
、
委
員
五
人
又
は
七
人
を
も
つ
て
、
組
織
す
る
。
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